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第84号議案長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例に係る修正案

上記の修正案を、別紙のとおり会議規則第84条の規定により提出します。
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「別 紙」

第84号議案長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例に

対する修正案

長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例の一部を次のように

修正する。

附則第 1 項中「平成 3 0年1 1月1日」を「平成 3 1年3月1日」に改

める。

附則第 2項の見出しを「(条例施行後の検討の義務)」に改め、同項中

「市長は」の次に「、この条例の施行後 3年を経過するまでの間において

」を加える。



第1条~第8条(略)

附則

紡伍行期日)

この条例は、平成30年11月1日から施行す

イ彦正則

る。

(検討)

2 市長は、この条例の施行状況等を勘案して

検討を加え、必要があると認めるときは、所

要の措置を講ずるものとする。

第1条~第8条佃各)

附則

(施行期日)

この条例は、平成31年3月1日から施行す

修正後

る。

(条例施行後の検討の義務)

2 市長は、この条例の施行後3年を経過する

までの間において、この条例の施行状況等を

勘案して検討を加え、必要があると認めると

きは、所要の措置を講ずるものとする。


